
 

 

（地域力活用市場獲得等支援事業） 

中小企業販売力強化支援モデル事業 
 

 

 

【公募要領】 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本事業は、中小企業の販路開拓支援を行う事業者に対し補助するものであり、販路開

拓を希望する個別の中小企業を直接支援するものではございません。 

 

 

平成２６年２月 

全国商工会連合会 

【受付期間】  

 受付開始  平成２６年２月１０日（月） 

第一次締切 平成２６年２月２８日（金） 

第二次締切 平成２６年４月３０日（水） 

上記の期間中に郵送で受け付けます。 

（各受付最終日の17:00までに必着のこと。） 

 

【申請資料提出先】 

全国商工会連合会 企業支援部 市場開拓支援課 

 〒１００－０００６ 

東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル北館１９階 

  電話：０３－６２６９－９７４２ 

問い合わせ対応時間：9:30～12:00、13:00～17:00 

／月曜～金曜（祝日を除く） 

 

※本公募要領は全国商工会連合会のホームページにも掲載しております。 ht

tp://www.shokokai.or.jp/ 

 

 

 

http://www.shokokai.or.jp/
http://www.shokokai.or.jp/
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（地域力活用市場獲得等支援事業） 

中小企業販売力強化支援モデル事業の事業実施者の募集について 

 

 

今後、人口減少等により国内需要の低迷が予想され、また、中小企業にとって成長が見

込まれる海外市場への販路開拓がこれまで以上に重要性を増す中、地方の中小企業者・小

規模事業者の商品開発や販路開拓（以下「販路開拓等」という。）を支援し、売上減少を

原因とする経営悪化を回避することが重要です。 

一方で、我が国中小企業者・小規模事業者のほとんどは、販路開拓等に必要な経営資源

（資金・人材等）が不足しており、自ら新たな販路開拓等に取り組むには、多くの困難を

伴うのが実態となっています。 

このような中、民間企業の取組として、中小企業の販路開拓等を支援する先進的な事例

や構想が見られます。このような新たな取組を支援し、成功事例を普及・啓発することで、

民間の支援の担い手を増やし、民間企業のノウハウを活用したきめ細かい販路開拓等支援

の基盤を構築して地域の中小企業の事業拡大と経営の安定を図るため、下記の通り、中小

企業販売力強化支援モデル事業（以下、「本事業」という。）の事業実施者の募集を行い

ますのでご案内いたします。 

 

記 

 

１．補助対象事業 

本事業が補助の対象とする事業は、中小企業者・小規模事業者が国内又は海外の販路

開拓を行う際の課題に対して具体的な解決策を提案・実施する（１）に掲げる事業（以

下、「補助事業」という。）とし、（２）に掲げる要件を全て満たすことが必要です。 

 

（１）補助事業の種類 

（イ）国外の販路又は販路開拓サービスの提供を行う事業（以下、「海外モデル事業」

という。） 

（ロ）国内の販路又は販路開拓サービスの提供を行う事業（以下、「国内モデル事業」

という。） 

 

（２）補助事業の要件 

（イ）から（ニ）の要件をすべて満たすもの。 

（イ）補助事業により支援対象とする中小企業者・小規模事業者の業種、事業分野等

が明確であり、かつ支援する企業の数が５社以上であること 
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（ロ）支援先企業との対話等を通じた相談・助言等の人的支援サービスを伴う事業で

あること 

（ハ） 

【海外モデル事業】 

以下①～⑤のうちいずれか一つ以上の要素に基づき課題解決支援を行うもの

であること 

①対象商品・サービスの特性 

：技術力のＰＲ等が容易でない部品加工業等に販路開拓機会を提供する取組 

②価格・コストの対応 

：製品・サービスを高く売るための取組や小口混載等により物流コストの低

減等を図る取組 

③新たな海外展開企業の発掘 

：海外展開を行う潜在力（商品力、技術力等）のある企業を掘り起し、当該

企業が新たに行う海外販路の開拓を支援する取組 

④中小企業者ネットワークの構築 

：支援対象とする中小企業者間の関係を構築・強化し、中小企業単独では困

難な販路開拓を可能とする取組 

⑤中小企業支援者ネットワークの構築 

：中小企業支援者（金融機関、税理士等）間の連携体制を構築・強化し、そ

れぞれの専門的知見を生かし支援先企業の販路開拓を集中的に支援する取

組 

 

【国内モデル事業】 

以下①～④のうちいずれか一つ以上の要素に基づき課題解決支援を行うもの

であって、販売促進効果が特に高いと認められるものであること 

①対象商品・サービスの特性 

：技術力のＰＲ等が容易でない部品加工業等に販路開拓機会を提供する取組 

②流通構造の変革 

：既存の商品流通構造や調達方式を変えることにより商品販売先を多様化す

る取組 

③中小企業者ネットワークの構築 

：支援対象とする中小企業者間の関係を構築・強化し、中小企業単独では困

難な販路開拓を可能とする取組 

④中小企業支援者ネットワークの構築 

：中小企業支援者（金融機関、税理士等）間の連携体制を構築・強化し、そ

れぞれの専門的知見を生かし支援先企業の販路開拓を集中的に支援する

取組 
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（ニ）補助事業期間終了後、当該事業者の収益事業として継続するものであること（単

発型のイベントは補助事業対象とはしません） 

 

（注１）本事業において「中小企業者・小規模事業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条に規定する中小企業者・小規模企業者、中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第

１８５号）第３条第１項に規定する中小企業団体並びに特別の法律によって設立された組合及びその

連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が中小企業基本法第２条に規

定する中小企業者である団体をいいます。ただし、次のいずれかに該当する者（以下、「みなし大企業」

という。）は除きます。 

・ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業（注２）が所有している中

小企業者 

・ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者 

・ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者 

（注２）「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいま

す。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。 

・ 中小企業投資育成株式会社法（昭和３８年法律第１０１号）に規定する中小企業投資育成株式会

社 

・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律第９０号）に規定する投資事業有限責

任組合 

（注３）以下に掲げるような取組は補助対象としません。 

・既に販路開拓支援の手法として定着している取組（単なる展示会への出展支援やアンテナショップ

の展開等。但し、相当程度の工夫が認められるものや複数の支援手法を高度に組み合わせたものに

ついてはこの限りではない。）。 

・収益事業として展開する際、補助事業において支援対象とした企業以外に支援対象が広がらないも

の。 

・補助事業期間終了後、自主事業として取組む予定がないもの。 

（注４）「補助事業者」とは、本事業の補助対象者として交付決定を受けた事業者のことをいいます（以下、

本要領において同じ。）。 

 

 

 

２．補助対象者 

本補助金の補助対象者は、補助事業を行う民間の法人・団体等（以下、「実施者」とい

う。）とし、以下に掲げる要件を全て満たす者とします。なお、コンソーシアム形式によ

る申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業計

画書を提出して下さい（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはで

きません。）。 

（１）日本に拠点を有していること。 
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（２）本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

（３）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

 

（注１）補助事業の実施者は、大企業や外国法人であっても差し支えありません。 

（注２）補助事業の実施者が支援を行う対象は、国内モデル事業の場合、国内に本拠を有しており、かつ

中小企業者・小規模事業者であることが必要であり、海外モデル事業の場合、これに加えて中小企

業者・小規模事業者の海外子会社等（注３）を含みます。 

（注３）「海外子会社等」とは、当該中小企業者・小規模事業者が発行済株式の総数又は出資金額の過半を

有する外国の法人又は団体（以下、「海外子会社」という。）若しくは当該中小企業者・小規模事業

者が重要な事業方針の全部又は一部を決定しうる立場にある外国の法人又は団体（海外子会社を除

く。）のことをいいます。 

（注４）補助事業の実施者は、必要に応じ、全国商工会連合会と協力して支援の対象となる中小企業者・

小規模事業者を選定してください。 

（注５）本事業は、中小企業者・小規模事業者の販路開拓支援を行う実施者に対して補助金を交付するこ

とにより、中小企業者・小規模事業者を間接的に支援するものであり、販路開拓を希望する中小企業

者・小規模事業者を直接支援するものではありません。 

（注６）中小企業者・小規模事業者が、補助事業の実施者の子会社（当該補助事業の実施者が、発行済株

式の総数又は出資金額の過半を有する会社をいいます。）若しくは関連会社（当該補助事業の実施者

が重要な事業方針の全部又は一部を決定しうる立場にある会社（子会社を除く。）をいいます。）であ

る場合又はみなし大企業である場合には、支援の対象とすることができません。 

（注７）補助事業の実施者が支援を行う中小企業者・小規模事業者については、計画書を提出する時点で

確定している必要はありませんが、補助金の交付決定後、速やかに決定する必要があります。 

 

 

３．補助上限額及び補助率 

  本事業の補助上限額及び補助率は、以下の通りです。 

・補助上限額：２，５００万円以内（３００万円以上） 

・補助率：補助対象経費の１／２以内 

※採択審査の過程において、予算額、総採択件数、個別経費の内容等を精査し、申請額より減額する場合も

ありますのであらかじめご了承ください。 

 

 

４．補助事業期間 

本事業の補助対象となる事業期間は、交付決定日から平成２７年３月末日までとします。

交付決定日以前及び補助事業期間終了後に行った事業については、補助対象となりません。 
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５．補助対象経費 

（１）補助対象経費の内容 

補助事業の遂行に必要と認められる経費は「４．補助事業期間」内に支出した経費のう

ち、以下の「補助対象経費」とします。補助対象経費は、補助事業の実施に必要不可欠な

ものであって、かつ本事業の対象として明確に区分でき、証拠書類によって金額等が確認

できるもののみとします。 

 

経 費 区 分 内  容 

人件費 ①直接人件費 

事業費 

 

②旅費 

③委員等謝金 

④委員等旅費 

⑤会議費 

⑥借料 

⑦設営費（整備工事費含む） 

⑧展示会等出展費 

⑨資料購入費 

⑩開発費 

⑪維持費 

⑫管理費 

⑬消耗品・備品費 

⑭通信運搬費 

⑮広報費 

⑯印刷製本費（資料作成費を含む） 

⑰雑役務費 

⑱委託費 

⑲外注費 

⑳通訳・翻訳費（海外モデル事業のみ） 

㉑産業財産権取得費 

その他の経費 ㉒その他全国商工会連合会が特に必要と認めた経費 

※原則として、①から㉑に掲げる経費を補助対象とします。 

 

【人件費】 

①直接人件費 

補助事業の実施期間を通じて責任をもって中小企業者・小規模事業者の販路開拓の支援

に直接従事することができる者（原則として補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限

る。）の補助事業を実施するために要した人件費 

（注１）人件費単価は、参考資料１「中小企業販売力強化支援モデル事業における健保等級単価計算の導入に
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ついて」を参照してください。 

（注２）業務日誌を作成していただきます。 

（注３）全国商工会連合会に提出する書類の作成に要する時間、各種経費を支払うために要する時間など、補

助事業に直接関係の無い作業に要する時間に係る人件費は、補助対象となりません。 

（注４）役員・経営者等の人件費は補助対象外となります。 

 

【事業費】 

②旅費 

  補助事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打ち合わせ等に参加す

るため及び販路開拓支援を行うために補助事業者、その支援対象である中小企業者・小規

模事業者が必要とする国内外における旅費及び海外への渡航費 

（注１）グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金については補助対象となりません。 

（注２）補助対象となるのは、参考資料２「助成事業の旅費支給に関する基準」に基づき最も経済的かつ合理

的な経路により算出されたものであることが必要です。ただし、補助事業者が定める旅費規程等が整備

されており、参考資料２「助成事業の旅費支給に関する基準」と概ね同等の規定となっている場合は、

全国商工会連合会と協議の上、補助事業者の旅費規程等に基づき算出するものとします。 

（注３）補助事業以外の用務が一般の旅程に含まれる場合には、用務の実態を踏まえ、按分等の方法により補

助対象経費と補助対象外経費に区分します。 

（注４）支援対象である中小企業者・小規模事業者が旅費を使用する必要がある場合には、補助事業者が、支

援対象である中小企業者・小規模事業者に係る旅費を支出してください。支援対象である中小企業者・

小規模事業者が直接支出した旅費は、補助対象としません。 

 

③委員等謝金 

補助事業者が補助事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるために開催した委員会に出

席した委員や補助事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるため依頼した専門家に謝礼と

して支払われる経費 

（注１）補助事業者及び支援対象である中小企業者・小規模事業者に対して委員等謝金を支出することはでき

ません。 

（注２）謝金の単価は、参考資料３「助成事業に係る経費支出基準」に基づきます。ただし、補助事業者が定

める謝金規程等が整備されており、参考資料３「助成事業に係る経費支出基準」と概ね同等の規定とな

っている場合は、全国商工会連合会と協議の上、補助事業者の謝金規程等に基づき算出するものとしま

す。 

 

④委員等旅費 

  上記③の委員会委員や専門家が会議や打ち合わせ等に参加するために支払う国内外に

おける旅費及び海外への渡航費 

（注１）補助事業者及び支援対象である中小企業者・小規模事業者に対して委員等旅費を支出することはでき

ません。 
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（注２）グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金については補助対象となりません。 

（注３）補助対象となるのは、参考資料３「助成事業の旅費支給に関する基準」に基づき最も経済的かつ合理

的な経路により算出されたものであることが必要です。ただし、補助事業者が定める旅費規程等が整備

されており、参考資料３「助成事業の旅費支給に関する基準」と概ね同等の規定となっている場合は、

全国商工会連合会と協議の上、補助事業者の旅費規程等に基づき算出するものとします。 

（注４）補助事業以外の用務が一般の旅程に含まれる場合には、用務の実態を踏まえ、按分等の方法により補

助対象経費と補助対象外経費に区分します。 

 

 

⑤会議費 

補助事業の遂行に必要な会議を開催する際に支払われる会場借料、機材借料及び飲料に

係る経費 

（注）会議における飲料代（お茶・コーヒー等）は補助対象としますが、弁当代・菓子代は補助対象となりま

せん。 

 

⑥借料 

補助事業の遂行に直接必要な機器・設備、車両、建物等のリース料・レンタル料とし

て支払われる経費 

（注１）借用（リース・レンタル）において補助対象となるものは、借用のための見積書、契約書等が確認で

きるもので、補助事業期間における補助事業に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補

助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方法により算出された当該補助事業期間分のみと

なります。 

（注２）車両及び建物の借料は、海外における販路開拓等の支援のために必要なものに限り補助対象とします。 

 

⑦設営費（整備工事費含む） 

補助事業の遂行に必要な展示スペースや海外の販売拠点などの設営・工事に必要な経

費 

 

⑧展示会等出展費 

補助事業の支援対象となる中小企業者・小規模事業者の試作品、新商品等を展示会等に

出展するために支払われる経費 

（注１）展示会等出展に必要な「保険料」や「運搬費」も補助対象となります。 

（注２）出展料等の支払日が交付決定日前となる場合には、補助対象となりません。 

 

⑨資料購入費 

補助事業の遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 

 

⑩開発費 
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補助事業の遂行に必要なシステム等を開発するために支払われる経費 

（注）支援対象となる中小企業者・小規模事業者の個別の商品開発費は補助対象となりません。 

 

⑪維持費 

補助事業の遂行のために開発したシステムの運用や展示スペース、海外の販売拠点等を

維持するために支払われる光熱費等の経費 

 

⑫管理費 

  補助事業の遂行のために開発したシステムや展示スペース、海外の販売拠点等を管理す

るために支払われる保守等にかかる経費 

 

⑬消耗品・備品費 

補助事業の遂行に必要な消耗品及び備品の購入に要する経費 

（注１）購入する消耗品の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。

補助事業終了時点での未使用残存品に相当する価格は、補助対象となりません。 

（注２）消耗品を補助対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成し、その受払いを明確に

する必要があります。 

（注３）補助事業で取得する備品は、当該年度の補助事業を実施するにあたって必要なものに限り補助対象

となります。 

 

⑭通信運搬費 

補助事業の遂行に必要な電話料金、インターネット利用料金等の通信費、会議や展示会

等開催のための郵送料、補助事業者又はその支援対象となる中小企業者・小規模事業者の

商品・機器・機材等の輸送・通関のために支払われる経費 

 

⑮広報費 

補助事業の遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体等を活

用するために支払われる経費 

（注）支援対象となる中小企業者・小規模事業者の商品等の広報を目的としたものが補助対象であり、補助

事業者自身のＰＲや営業活動に活用される場合には、補助対象となりません。 

 

⑯印刷製本費（資料作成費を含む。） 

補助事業の遂行に必要な印刷物や会議資料を作成するために支払われる経費 

 

⑰雑役務費 

補助事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイ

ト代、交通費として支払われる経費 

（注１）作業日報等の作成が必要となります。 
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（注２）臨時雇い入れと認められない場合には、補助対象となりません。 

 （注３）雑役務費の単価は、参考資料３「助成事業に係る経費支出基準」に基づきます。ただし、補助事業

者が定める謝金規程等が整備されており、参考資料３「助成事業に係る経費支出基準」と概ね同等の

規定となっている場合は、全国商工会連合会と協議の上、補助事業者の謝金規程等に基づき算出する

ものとします。 

（注４）海外で雇い入れを行う場合、単価設定の適性性について説明いただく場合もあります。 

 

⑱委託費 

補助事業の遂行に必要な商品・サービス等の開発（設計（デザインを含む。）・改良等）

又は販路開拓に必要な事業のうち一部を外部に委託するために支払われる経費 

（注１）委託取引の場合は、委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、原則、委託する側である補助

事業者に成果物等を帰属させる必要があります。 

（注２）委託先が機器・設備等を購入する費用は補助対象となりません。 

（注３）支援対象となる中小企業者・小規模事業者に対して委託を行う場合には、その必要性及び金額に関

して説明していただくことがあります。また、委託に際しては、当該中小企業者・小規模事業者の利

益が排除されていることが必要です。 

（注４）支援対象となる中小企業者・小規模事業者の個別の商品開発費にかかるものは補助対象となりませ

ん。 

 

⑲外注費 

補助事業に必要な業務のうち一部を外部に発注するために支払われる経費 

（注１）外注取引の場合は、外注内容、金額等が明記された契約書を締結し、原則、外注する側である補助

事業者に成果物等を帰属させる必要があります。 

（注２）外注先が機器・設備等を購入する費用は補助対象となりません。 

（注３）支援対象となる中小企業者・小規模事業者に対して外注を行う場合には、その必要性及び金額に関

して説明していただくことがあります。また、外注に際しては、当該中小企業者・小規模事業者の利

益が排除されていることが必要です。 

（注４）支援対象となる中小企業者・小規模事業者の個別の商品開発費にかかるものは補助対象となりませ

ん。 

 

⑳通訳・翻訳費（海外モデル事業のみ） 

補助事業を行うために必要な商談会、展示会、会議等における通訳、広告物や会議資料

等の翻訳に要する経費 

 

㉑産業財産権等取得等費 

補助事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等（以下「産業財産権等」という。）

の取得等に要する経費や産業財産権等の導入に要する経費 

（注１）産業財産権等の取得に要する経費は、補助事業の事業化に必要なものに限ります。 
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（注２）産業財産権等の取得に要する経費のうち、以下の経費については補助対象となりません。 

    ・日本の特許庁に納付される特許出願手数料、審査請求料及び特許料等 

    ・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費 

（注３）補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合には、

当該費用は補助対象となりません。 

（注４）産業財産権等取得等費により産業財産権等を申請する経費を補助対象とする場合には、補助事業者

に権利が帰属することが必要です。 

（注５）弁理士の手続代行費用を補助対象とする場合には、補助事業期間中に契約が締結されていることが

必要です。 

（注６）他の制度により産業財産権等の取得について支援を受けている場合は、産業財産権等取得等費の申

請をすることはできません。 

（注７）産業財産権の価値算定にあたっては、複数の弁理士等公的資格を有する者による評価を行う等、価

格設定の適正性を明確にする必要があります。 

 

【その他の経費】 

㉒その他の経費 

人件費及び事業費以外の経費であって、全国商工会連合会が特に必要と認める経費 

 

（２）補助対象経費全般にわたる留意事項 

① 補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助対

象経費は当該補助事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類に

よって金額等が確認できるもののみとなります。 

② 補助対象経費のうち、１つの経費項目（前記①から㉑に掲げるもの）が、補助対象経

費の総額の５０％（人件費は３０％）を超えないようにすることが必要です。 

③ 補助事業における発注先（外注先・委託先）の選定にあたっては、１件あたり１０万

円以上（税込み）を要するものについては、原則として２社以上から見積をとることが

必要となります。ただし、発注（外注・委託）する事業内容の性質上、見積をとること

が困難な場合は、該当する企業を随意の契約先とすることができます。その場合、当該

企業等を随意契約の対象とするための理由書が必要となります。 

④ 中古品の購入は、原則として、価格設定の適正性が明確でない場合には補助対象とな

りません。 

⑤ 以下の経費は、補助対象となりません。 

○交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの 

○通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務所等に係る

家賃（海外の販売拠点等にかかるものを除く）、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水

費 

○販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費 

○商品券等の金券 
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○コピー代、雑誌・新聞購読料、団体等の会費 

○飲食（会議費として計上されるものを除く。）、奢侈、娯楽、接待の費用 

○不動産の購入費、車両購入費・修理費・車検費用 

○税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のた

めの弁護士費用 

○金融機関などへの振込手数料（発注先が負担する場合を除く。） 

○公租公課（旅費にかかる出入国税を除く。消費税等の取り扱いについては、⑧を参照

してください。） 

○ＥＵのＶＡＴ（付加価値税）等の還付制度が適用され、実際に還付された金額（補助

事業終了後に還付された金額を含む）及び還付手続きに係る委託費や手数料 

○各種保険料（旅費にかかる航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。） 

○借入金などの支払利息及び遅延損害金 

○補助金計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用 

○上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 

⑥ 補助事業者が補助事業の実施に伴って販売等による収入が発生した場合には、補助対

象経費に係る収入額を補助対象経費から減額して補助金額を算定します。 

⑦ 補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、

消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。これは、補助

事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額につ

いて報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等額のう

ち補助金充当額が滞留することを防止するためです。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告と

なり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続

回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障をきたす恐れがあ

るため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。  

a)消費税法における納税義務者とならない補助事業者  

b)免税事業者である補助事業者  

c)簡易課税事業者である補助事業者 

d)消費税法別表第 3に掲げる法人の補助事業者  

e)課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の

返還を選択する補助事業者 

 

（３）支援対象とする中小企業者・小規模事業者の参加料の扱い等 

補助事業者が、支援対象とする中小企業者・小規模事業者から参加料その他の経費
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（以下、「参加料等」という。）を徴収する場合において、その徴収額の合計額が本補

助事業の自己負担相当額（補助対象経費の１／２に相当する額）を超えるときは、当

該超える部分の金額を補助金額から減額します。なお、参加料等は補助事業にかかる

参加費用等であることを明確に区分できるよう徴収することが必要です。 

 

 

６．応募要件 

本事業への応募は国内モデル事業または海外モデル事業のいずれかとし、応募に当たっ

ては、以下の要件を満たしていることが前提条件となります。また、同一の事業について、

国（独立行政法人等を含む。）が助成する他の制度（補助金、委託費等）の交付を重ねて

受けることはできません。 

① 本公募要領の内容を満たしていること。 

② 中小企業庁（中小企業庁から委託を受けた事業者を含む。）が行う本事業の報告会や

「ミラサポ」（中小企業庁委託事業による中小企業支援ポータルサイト）等において、

本事業で達成した成果（個々の補助事業に対する支援先中小企業者・小規模事業者から

の評価を含む）、成果を実現する過程で得られた課題解決のノウハウや事例の提供等の

協力を行うこと。 

③ 実施者の役員等に暴力団関係者が含まれていないこと。 

（注）本事業に応募ができるのは、１社あたり１提案に限ります。 

 

 

７．応募方法 

（１）提出書類 

①事業計画書（１部） 

②決算書（直近２年間の貸借対照表、損益計算書）（１部） 

③会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット・資料（６部） 

④定款又は商業登記簿謄本（提出日前３ヶ月以内に発行されたもの）（１部） 

⑤上記の現物に加え①～④（①は「ワード」及び「エクセル」②～④はＰＤＦ）のファ

イルを、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存の上、１部提出して下さい。 

【注意事項】 

 計画書の用紙サイズは、原則としてＡ４判の片面印刷とし、決算書・パンフレット・

定款など他の提出書類とともに提出してください。 

（２）提出方法 

    郵送で受け付けます。 

（３）募集期間 

受付開始  平成２６年２月１０日（月） 

第一次締切 平成２６年２月２８日（金）１７時必着 

第二次締切 平成２６年４月３０日（水）１７時必着 
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（４）提出先 

全国商工会連合会（企業支援部 市場開拓支援課） 

住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 

有楽町電気ビル北館 19階 

    ※必ず「中小企業販売力強化支援モデル事業 提案書類在中」と朱書き下さい。 

（５）問い合わせ先・連絡先 

    電話番号： ０３－６２６９－９７４２ 

電子メール： modelpj@shokokai.or.jp 

※本アドレス以外に送信された場合、確認できない場合がございますので、必ず本アドレスにご

送信ください。 

（６）書式 

申請書は、指定の書式以外は認めませんので、ダウンロードしたものを変更しない

ようご注意ください。なお、記入欄が不足する場合に記入欄の拡大等を行うことは差

し支えありません。 

（７）留意事項 

（イ）書類の不足又は不備があるものは審査対象外となりますので、提出前に必ずご確

認ください。 

（ロ）支出内訳書の補助事業に要する経費が補助金要望額の上限額を超える部分につい

ては自己負担となりますので、ご注意ください。 

（ハ）申請書の差し替えは審査の都合上認めませんので、間違いのないよう十分にご確

認の上ご提出ください。 

（ニ）応募締切間近は、応募が多数寄せられることが予測されますので、時間的余裕を

もって提出するようにしてください。 

（ホ）全国商工会連合会が必要と認めた場合には、追加で資料の提出を求め、又は資料

について説明をしていただくことがあります。 

（へ）提出資料の情報については経済産業省・中小企業庁と共有するとともに、補助対

象者の主たる事務所を含む都道府県等の公的関係機関に対して提出資料の写しを

送付し、意見照会を行うことがあります。 

 

 

８．補助事業の採択方法 

提出書類等については、以下の審査項目に基づき、外部有識者等により構成される審査

委員会において審査を行います。審査は提出書類等による書面審査及び必要に応じて応募

企業代表者等との面談（いずれも非公開）にて行われます。また追加資料等の提出をお願

いする場合がございますので、あらかじめご留意ください。 

 

（１）事業内容 

①事業内容の妥当性 

mailto:modelpj@shokokai.or.jp
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➣ 支援対象とする中小企業者・小規模事業者の業種・事業分野等が明確であるか。 

➢ 中小企業者・小規模事業者の販路開拓における課題が明確に提示され、その解決策

の具体的な提案があるか。 

なお、事業内容は、販路開拓支援を行う事業者がこれから導入しようとする手法を用いるものの

ほか、既に導入している手法を用いるものまたはそれらを組み合わせたもののいずれであっても差

し支えない。販路開拓等を行おうとする中小企業者・小規模事業者にとってどれだけ有効な支援で

あるかが審査のポイントとなるので留意すること。 

➢ 提案された解決策は中小企業者・小規模事業者の販路開拓に有効であるか。 

➣ 事業実施における課題（含リスク）及び解決策が時間軸との関係で明確で、整合性

が図られているか。 

➢ 費用対効果（支援対象として想定する中小企業者・小規模事業者の数、補助金額に

対する想定売上の規模や新規顧客の獲得見込数等）は妥当か。 

➢ 必要経費は、事業内容に照らして妥当か。（著しく高額となっていないか。） 

②実施体制の妥当性 

➢ 事業を適切に遂行するための経営資源（技術力、経験値、ノウハウ、資金調達力、

人材、国内外の拠点、外部ネットワーク等）を有しているか。 

➣ 中小企業者・小規模事業者への販路開拓の支援実績があるか。 

➢ 財務状況等は、適切な事業遂行にあたって問題ないか。 

③販路開拓を行う市場規模・市場ニーズの妥当性 

➢ 予想市場規模及び市場ニーズは妥当か。 

➢ 販路開拓を行うターゲット（国・地域、企業・個人、年齢層・性別等）が明確にな

っているか。 

④補助事業期間終了後の事業展開の可能性 

➢ 補助事業期間終了後、当該補助事業者の自主事業として取り組む際の計画・ビジョ

ンが具体的であり、かつ、その内容（コスト低減、機能の新たな付加や向上等）が妥

当なものとなっているか。また、その際、支援対象とする中小企業者・小規模事業者

は補助事業における支援対象先以外に広げられるものとなっているか。 

 

（２）事業効果 

①中小企業者・小規模事業者への成果・効果 

➢ 販路開拓の成果・効果の創出がより早期に見込まれること。 

➢ 販路開拓の成果・効果がより多くまたは大きく見込まれること。 

➢ 提案された事業による売上獲得等の確実性が高いと見込まれること。 

②提案の先進性・モデル性 

➢ 提案された事業が、販路開拓を行おうとする中小企業者・小規模事業者又は中小企

業の販路開拓の支援を行う他の民間企業等にとってモデル的事例となり得るもので

あること。 

※モデル的事例とは、提案された販路又は販路開拓サービスの提供の手法が、他の民間企業等が提供
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する既存の手法に比べ、マッチング方法等に相当程度の工夫がある先進的・特徴的なものであって、

提案された事業の成果の公表を通じ、他の中小企業者・小規模事業者やその支援者が参考とするこ

とができるものであることをいい、その程度について審査を行う。 

➢ 雇用や売上などが増加することにより、他の地域や分野等への経済的な波及効果が

期待できること。 

 

 

９．公表 

（１）採択発表時 

採択となった場合は、原則として、事業者名、事業概要を全国商工会連合会及び経済

産業省・中小企業庁のＨＰにて公表します。 

（２）補助事業終了後 

補助事業終了後、補助事業の成果について、他の中小企業・中小企業支援者の取組の

参考となるよう、補助事業者に発表していただくなど「６．応募要件②」の協力を行っ

ていただきます。また、補助事業の成果は全国商工会連合会及び経済産業省・中小企業

庁で共有するとともに、全国商工会連合会及び経済産業省・中小企業庁がこれを公表す

ることがあります。  

なお、全国商工会連合会及び経済産業省・中小企業庁が補助事業の成果を公表するに

あたり、ノウハウ料等の対価は支払いません。 

 

 

１０．補助事業者の義務 

 本補助事業の交付決定を受けた場合には、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又

は補助事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合は、事前に全国商工会連

合会の承認を得なければなりません。 

（２）補助事業者は、交付決定日から起算して３か月を経過した日（以下、「遂行状況確認

日」という。）までの補助事業の遂行状況について遂行状況報告書を作成し、遂行状況

確認日から３０日以内に全国商工会連合会に提出しなければなりません。ただし、遂行

状況確認日までに補助事業を完了若しくは廃止した場合又は全国商工会連合会が補助

事業の実施状況の報告を求めた場合はこの限りではありません。 

（３）補助事業を完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了後３０日以

内に本補助事業に係る事業化等の状況を報告するとともに、補助事業に関係する調査に

協力しなければなりません。 

（４）事業化状況の報告から、補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の

設定その他補助事業の成果を他に供与したことにより収益が得られたと認められる場

合には、その収益の一部を全国商工会連合会に納付しなければなりません。（納付額は、

補助金額を限度とします。） 
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（５）補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産は、補助金交付の目的

に従って効果的運用を図らなければならず、全国商工会連合会が別に定める期間以前に

当該財産を処分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する

ことをいう。以下同じ。）する必要があるときは、事前に全国商工会連合会会長の承認

を受けなければなりません。（補助対象物件を販売又は処分若しくは目的外使用する場

合は、財産処分の承認を要します。） 

（６）財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は全国商工会

連合会に納付しなければなりません（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度で

す。）。 

（７）補助事業に係る経費については、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年

度終了後５年間保存しなければなりません。  

（８）全国商工会連合会は、本事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、指名

する職員等に補助事業者の実地検査を行わせることができます。この場合において、補

助事業者は実地検査に協力しなければなりません。また、本事業終了後、中小企業庁や

会計検査院が実地検査に入ることがあります。この検査により返還命令等の指示がなさ

れた場合は、これに従わなければなりません。 

 

 

１１．その他 

（１）補助金の支払いは、通常は補助事業終了後に実績報告書の提出を受け、補助金額の確

定後に精算払いとなります。なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における

収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。 

（２）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行為

等（例：虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表

等を行うことがあります。 

（３）予算額及び応募状況により再度公募を行うことがあります。 

 

 

１２．＜参考＞今後の日程（予定） 

＜第一次締切分＞ 

平成２６年２月２８日  第一次締切 

平成２６年３月中旬   審査委員会開催、採択案件決定 

     ３月下旬   採択案件発表 

平成２６年４月     補助事業開始 

平成２６年７月頃    補助金遂行状況報告書の提出 

平成２７年３月     補助事業終了 

平成２７年４月     実績報告書・証憑書類のコピー等の提出 

平成２７年４月以降   補助金精算払い 
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＜第二次締切分＞ 

平成２６年４月３０日  第二次締切 

平成２６年５月下旬   審査委員会開催、採択案件決定 

     ６月     採択案件発表、補助事業開始 

平成２６年１０月頃   補助金遂行状況報告書の提出 

平成２７年３月     補助事業終了 

平成２７年４月     実績報告書・証憑書類のコピー等の提出 

平成２７年４月以降   補助金精算払い 

 ※上記予定は状況等により変更されることがありますので、予めご了承ください。 


